
様式第５号（教育実習実施計画に関する書類） 

教 育 実 習 等 実 施 計 画 

１ 教育実習等の内容及び成績評価等 

① 教育実習等の時期 

〈教育実習〉２～４年次 ５月～１１月 

〈学校体験活動〉４年次１０月～ ２月 

② 教育実習等の実習期間・総時間数 

〈教育実習〉小学校４週間（１６０時間）８～９月 

教育実践基礎実習 １週間（４０時間）、教育実践実習Ａ ３週間（１２０時間） 

中学校４週間（１６０時間）８～９月 

教育実践基礎実習 １週間（４０時間）、教育実践実習Ｂ ３週間（１２０時間） 

高等学校２週間（８０時間）教育実践実習Ｃ ５月～９月 

幼稚園２週間（８０時間）幼稚園実習 ８月～１１月 

特別支援学校３週間（１２０時間）特別支援学校実習 ８月～９月 

  〈学校体験活動〉小学校 週１回（合計２６時間）・事前事後指導４時間を含む総時間数３０時間 

③ 実習校の確保の方法 

〈教育実習〉 

附属学校（小学校、中学校、幼稚園、特別支援学校）を中心としつつ、山形県教育委員会、山形市教

育委員会ほか近隣の１０市町教育委員会と連携し、大学近隣の公立小学校・中学校で実習校を適切に確

保している。 

なお、高校についてのみ、山形県教育委員会が斡旋した公立高校で教育実習を行う。 

  〈学校体験活動〉大学近隣の小学校に希望調査を行う。 

④ 教育実習内容 

〈教育実習〉 

Ⅰ．小学校における教育実習 

１． 教育実践基礎実習（１週間） 

(1) 主たる指導内容 

･ 児童の理解 

･ 学級集団の理解 

･ 教材研究の仕方 

･ 教科指導案の作成 

･ 学級活動の指導案の作成 

･ 授業評価の理解 

(2) 学生に指定ないし義務づけられている担当時間 

･ 授業参観（１２時間） 

･ 授業担当（１時間） 

･ 研究授業担当（１時間） 

２． 教育実践実習Ａ（３週間） 

(1) 主たる指導内容 

･ 児童の理解 
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･ 学級集団の理解 

･ 教材研究の仕方 

･ 教科指導案の作成 

･ 学級活動の指導案の作成 

･ 授業評価の方法の理解 

･ 授業研究会のもち方 

(2) 学生に指定ないし義務づけられている担当時間 

･ 授業参観（３０時間） 

･ 教科の授業の担当（最低６時間） 

･ 道徳又は学級活動の授業の担当（最低１時間） 

･ 研究授業担当（最低１時間） 

･ 授業研究会（１回） 

 

Ⅱ．中学校における教育実習 

１． 教育実践基礎実習（１週間） 

(1) 主たる指導内容 

･ 生徒の理解 

･ 学級集団の理解 

･ 教材研究の仕方 

･ 教科指導案の作成 

･ 道徳又は学級活動の指導案の作成 

･ 授業評価の理解 

(2) 学生に指定ないし義務づけられている担当時間 

･ 授業参観（１２時間） 

･ 授業担当（１時間） 

･ 研究授業担当（１時間） 

２． 教育実践実習Ｂ（３週間） 

(1) 主たる指導内容 

･ 生徒の理解 

･ 学級集団の理解 

･ 教材研究の仕方 

･ 教科指導案の作成 

･ 道徳又は学級活動の指導案の作成 

･ 授業評価の方法の理解 

･ 授業研究会のもち方 

(2) 学生に指定ないし義務づけられている担当時間 

･ 授業参観（３０時間） 

･ 教科の授業の担当（最低６時間） 

･ 道徳又は学級活動の授業の担当（最低１時間） 

･ 研究授業担当（最低１時間） 
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・授業研究会（１回） 

 

Ⅲ．高等学校における教育実習 

教育実践実習Ｃ（２週間） 

(1) 主たる指導内容 

･ 教員の服務 

･ 生徒の理解 

･ 学級集団の理解 

･ 教材研究の仕方 

･ 教科指導案の作成 

･ 授業評価の方法の理解 

(2) 学生に指定ないし義務づけられている担当時間 

･ 授業参観（最低１５時間） 

･ 授業担当（最低３時間） 

         ・研究授業担当（１時間） 

 

Ⅳ．幼稚園における実習 

幼稚園実習（２週間） 

(1) 第１週の主たる指導内容 

･ 幼児理解と援助 

･ 教材研究の仕方 

･ 環境構成の仕方 

･ 指導案の作成 

･ 研究会のもち方 

･ 保育への部分参加 

(2) 第２週の主たる指導内容及び配当時間 

･ 保育への参加（５日間） 

･ 保育研究（最終日の１日の生活を通して） 

 

Ⅴ．特別支援学校における実習 

特別支援学校教育実習（３週間） 

(1) 主たる指導内容 

        ・障がい児の理解 

        ・障がい児の学習指導案の作成 

        ・障がい児の生活指導案の作成 

        ・障がい児学級の学級経営案の作成 

        ・授業評価の方法の理解  

        ・授業研究会のもち方 

       (2) 学生に指定ないし義務づけられている担当時間 

        ・授業参観（３０時間） 
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        ・教科の授業の担当（最低９時間）」 

        ・研究授業担当（最低２時間） 

        ・授業研究会（最低４時間） 

 

  〈学校体験活動〉学校における活動全般について、支援や補助業務を行う。放課後子供教室・学童保育の    

          補助を行う。 

⑤ 実習生に対する指導の方法 

（教育実習）小白川キャンパス教育実習委員会委員が中心となって、実習校への訪問指導教員を調 

      整の上、本学教員（指導教員、アドバイザー教員等）が実習校を訪問し、研究授業及 

      び事後研究会に出席して、教育実習生への指導を行う。 

〈学校体験活動〉月１回実習生から提出された日誌等による報告をもとに指導を行う。 

        あわせて期間中に１～２回指導教員が実習校へ巡回指導を行う。 

⑥ 実習の成績評価（評価の基準及び方法） 

 ※ 評価項目表、評価シート等がある場合は、本計画書に添付すること。 

（教育実習）山形大学地域教育文化学部教育実習専門委員会が、実習校からの資料に基づき評価する。 

〈学校体験活動〉指導教員に提出された日誌、レポート等をもとに教員の職務補助や児童生徒との関わり方及 

        び地域学校協働活動の実態についての理解の深まりを評価する。 

２ 事前及び事後の指導の内容等 

①  時期及び時間数 

〈教育実習〉時 期：４月～１０月 

時間数：事前・事後指導３０時間（事前指導２４時間、事後指導６時間） 

〈学校体験活動〉時 期：１０月上旬及び２月上旬 

          時間数：指導教員が各２時間の指導を行う。 

②  内容（具体的な指導項目） 

〈教育実習〉 

Ⅰ．小学校 

事前指導（２４時間） 

(1) 教育実習オリエンテーション（教員養成と教育実習）（２時間） 

(2) 小学校教育全般の理解（２時間） 

・小学校教育の目的の理解 

・小学校の教育課程の特質の理解 

 (3) 小学生の理解（４時間） 

・児童の発達の特質の理解 

・個々の児童の理解・受容の方法 

(4) 教科及び道徳の指導（８時間） 

・各教科の特質と教育目標   附属小学校学習指導研究協議会（公開研究会）の参加に 

・各教科の教材研究の方法   あわせて学習 

・各教科の指導案の作成      

・道徳の時間の指導案の作成 

(5) 学級経営（４時間） 
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・学級集団の理解 

・学級活動の指導案の作成 

(6) 教育評価（４時間） 

・授業評価の方法の理解 

・教育活動全般の評価の方法の理解 

事後指導（６時間） 

教育実習の反省 

(1) 教科指導についての反省 

(2) 生徒指導についての反省 

(3) 教育実習全般の反省と今後の学習課題の意識化 

 

Ⅱ．中学校 

事前指導（２４時間） 

(1) 教育実習オリエンテーション（教員養成と教育実習）（２時間） 

(2) 中学校教育全般の理解（２時間） 

・中学校教育の目的の理解 

・中学校の教育課程の特質の理解 

(3) 中学生の理解（４時間） 

・生徒の発達の特質の理解 

・個々の生徒の理解・受容の方法 

(4) 教科及び道徳の指導（８時間） 

・教科の特質と教育目標の理解 

・教科の教材研究の方法の理解 

・教科の指導案の作成 

・道徳の時間の指導案の作成 

(5) 学級経営（４時間） 

・学級集団の理解 

・学級活動の指導案の作成 

(6) 教育評価（４時間） 

・授業評価の方法の理解 

・教育活動全般の評価の方法の理解 

事後指導（６時間） 

教育実習の反省 

(1) 教科指導についての反省 

(2) 生徒指導についての反省 

(3) 教育実習全般の反省と今後の学習課題の意識化 

 

Ⅲ．高等学校 

事前指導（２４時間） 

(1) 教育実習オリエンテーション（教員養成と教育実習）（２時間） 
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(2) 高等学校教育全般の理解（２時間） 

・高等学校教育の目的の理解 

・高等学校の教育課程の特質の理解 

(3) 高校生の理解（４時間） 

・生徒の発達の特質の理解 

・個々の生徒の理解・受容の方法 

(4) 教科の指導（８時間） 

・教科の特質と教育目標の理解 

・教科の教材研究の方法の理解 

・中学校までの教科の教育内容の理解 

・教科の指導案の作成 

(5) 学級経営（４時間） 

・学級集団の理解 

・ホームルーム活動の指導案の作成 

(6) 教育評価（４時間） 

・授業評価の方法の理解 

・教育活動全般の評価の方法の理解 

事後指導（６時間） 

教育実習の反省 

(1) 教科指導についての反省 

(2) 生徒指導についての反省 

(3) 教育実習全般の反省と今後の学習課題の意識化 

 

Ⅳ．特別支援学校 

事前指導（２４時間） 

    (1) 障がい児の理解と指導（１８時間） 

    (2) 教育実習全体指導（２時間） 

      ・実習の進め方 

  ・実習授業の計画 

(3) 児童生徒の観察（１時間） 

(4) 学校の教育計画（１時間） 

  ・学校の概要、法規、服務、校務 

  ・生徒指導 

  ・学校保健、学校安全 

(5) 学部・学級経営、教育課程（１時間）  

(6) 学級の児童生徒の実態（１時間） 

  ・児童生徒の理解と支援 

事後指導（６時間） 

 教育実習の反省 

     (1) 提出支援案の作成指導 
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     (2) 教育実習経験の整理と反省 

 

〈学校体験活動〉 

事前指導：学校体験活動の目標設定および心構えの指導を行う。 

    事後指導：ワークショップ形式による討議により目標達成度の確認と残された課題等に関する補充 

         指導を行う。 

③ 教育実習等におけるハラスメントの防止等に関する学生への指導（相談窓口の周知を含む）及び学内

の相談体制等について 

   オリエンテーションにおいて、相談窓口の周知を含めて、指導を行う。また、実習生の守秘義務の   

  順守の必要性及びＳＮＳの利用に係る注意点については、オリエンテーションでの周知や誓約書の 

  提出等により、実習生へ注意喚起を促す。誓約書には、教育実習やボランティア活動等で関わる 

  児童・生徒とのＳＮＳでのやり取りを、実習中及び活動期間終了後も含めて一切行わないこと 

  を誓約事項の一つとする。 

   学内の相談体制については、実習校や実習生からの担当事務部署や指導教員、アドバイザー教員 

  へ連絡を受け付ける体制をとる。実習生の行動等について、実習校からの相談には、大学教員が速 

  やかに対応し、実習校や当該学生への必要な聞き取りや指導等を行う。 

３ 教育実習に関して連絡調整等を行う委員会・協議会等（以下「委員会等」という。） 

① 大学内の各学部・学科等との連絡調整を行う委員会等 

・ 委員会等の名称 

・ 委員会等の構成員（役職・人数など） 

・ 委員会等の運営方法  

「山形大学教員養成委員会」（※は改組後の表記） 

教育関係業務を担当する理事又は副学長、教育学部長（※）、山形大学学術研究院規程第8条第1項に基

づく主担当教員(以下「主担当教員」という。)として人文社会科学部，教育学部（※），理学部及び工学

部に配置された教員の中から当該学部において選出された者 各１人、主担当教員として教育実践研究

科に配置された教員の中から選出された者１人、山形大学教職研究総合センターの業務を担当する教員

の中から選出された者１人、附属学校運営部長、エンロールメント・マネジメント部教務課長、その他委

員会が必要と認めた者によって構成。 

教員養成の全学システムやカリキュラムの学部間協力等教員養成に係る全学方針に関する事項、教育

実習の全学方針に関する事項、教職課程の自己点検・評価に関する事項、その他教員養成等に関する事

項を所管する。 

 

「山形大学小白川キャンパス教育実習委員会」（※は改組後の表記） 

 地域教育文化学部長１人、人文社会科学部副学部長１人、教育学部長（※）推薦教員１人、理学部 

長推薦教員１人、附属学校運営部副部長１人、人文社会科学部教員１人、教育学部教員（※）６人、合計

１２人によって構成。 

 教育実習の設定・教育実習生の配当・教育実習に関する学部間及び実習校との連絡調整・その他教育

実習の実施に関して必要な事項を所管する。 

 

「山形大学教育学部教育実習専門委員会」（※は改組後の表記） 
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…… …… …… …… 

…… …… …… …… 

 教育学部学務委員会委員長（※）１人、教育学部教員（※）５人、養護教諭特別別科教員１人、大学院

教育実践研究科教員１人、教職研究総合センター教員１人、合計８人 

 教育実習における学部生指導・教育実習成績の評価・その他教育実習の実施に関して必要な事項を所 

管する。 

【委員会の組織図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 大学外の関係機関（例：都道府県及び市区町村教育委員会など）との連絡調整等を行う委員会等 

（※学校体験活動を含む場合は、大学と学校との連携体制についても記載すること。） 

〈教育実習〉 

・ 委員会等の名称「教育実習実施打合せ会」及び「教育実習運営協議会」 

・ 委員会等の構成員（役職・人数など） 

  小白川キャンパス教育実習委員会委員、山形市教育委員会、天童市教育委員会、上山市教育委員 

  会、寒河江市教育委員会、山辺町教育委員会、中山町教育委員会、村山市教育委員会、東根市教育 

  委員会、南陽市教育委員会、高畠町教育委員会、実習協力校の校長及び実習指導担当教諭によっ 

  て構成。 

・ 委員会等の運営方法 

  教育実習開始前に当該年度の教育実習が円滑に実施されるよう教育実習実施打合せ会を開催す 

  る。教育実習終了後に当該年度の教育実習結果等について討議及び意見交換を行い、次年度の教育実習 

  内容等の改善・充実を図るため教育実習運営協議会を開催する。 

〈学校体験活動〉 

「教育学部教育実習専門委員会」において、実習校等との連絡調整会議で意見交換等を行う。 

教育学部 

教育実習専門委員会 

教員養成委員会 

附属学校 

附属学校 

運営会議 

教育学部 

教育学部 

学務委員会 

人文社会科学部 

人文社会科学部 

教育委員会 

理学部 

理学部 

教務委員会 

工学部 

工学部 

学務委員会 

小白川キャンパス教育実習委員会 

（……は連携を表す） 
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……… 

【委員会の組織図】 

   

 

 

 

 

 

 

 

４ 教育実習の受講資格 

〈教育実習〉 

１ ２年次に「教育実践基礎実習」を履修するための条件 

① １年次後期終了までに３０単位以上を修得していること。 

   （ただし、「教職論」、「教育原論」及び「発達心理学」のいずれかの履修を含むこと。） 

② ２年次前期に「教育実践実習事前・事後指導」事前指導を履修していること。 

③ ２年次前期まで（２年次前期を含む。）に「各教科の指導法」に関する科目を履修していること。 

２ ３年次に「教育実践実習Ａ」を履修するための条件 

① ２年次後期終了までに６０単位以上を修得していること。 

② ２年次に「教育実践基礎実習」の単位を修得していること。 

③ ２年次に「教育臨床体験（介護等体験）」の単位を修得していること。 

④ ２年次後期終了までに小学校の「各教科の指導法」に関する科目を６単位以上修得していること。 

３ ３年次に「教育実践実習Ｂ」を履修するための条件 

① ２年次後期終了までに６０単位以上を修得していること。 

② ２年次に「教育実践基礎実習」の単位を修得していること。 

③ ２年次に「教育臨床体験（介護等体験）」の単位を修得していること。 

④ ２年次後期終了までに中学校の「各教科の指導法」に関する科目を２単位以上修得していること。 

⑤ ３年次前期に「生徒指導・進路指導」を履修していること。 

４ ３年次に「教育実践実習Ｃ」を履修するための条件 

① ２年次後期終了までに６０単位以上を修得していること。 

② ２年次前期に「教育実践実習事前・事後指導」事前指導を履修していること。 

③ ２年次後期終了までに高等学校の「各教科の指導法」に関する科目を２単位以上修得していること。 

④ ３年次前期に「生徒指導・進路指導」を履修していること。 

５ ４年次に「幼稚園実習」、「特別支援学校教育実習」を履修するための条件 

 ① ３年次後期終了までに９０単位以上を修得していること。 

 ② ３年次に「教育実践実習Ａ」の単位を修得していること。 

 ③ ３年次終了までに「教育実践実習事前・事後指導」の単位を修得していること。 

 

〈学校体験活動〉 

・教育実践実習Ａを修得済みであること。 

  ・教員採用試験を受験していることが望ましい。 

小白川キャンパス教育実習委員会（主催者） 

各市町教育委員会 各実習校の校長及び 

教育実習担当教諭（教務主任） 

（……は連携を表す） 
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５ 実習校 

教育 

実習

体験 

活動 
学級数の合計 幼稚園３学級、小学校１８学級、中学校１２学級、特別支援学校９学級 

〇 〇 学校名 山形大学附属小学校（山形県山形市松波２－７－２） 学級数：１８ 児童数：５７２人 

教員数 ３２人  （内訳）教諭２６人、 講師４人、 養護教諭１人、 栄養教諭１人 

〇 × 学校名 山形大学附属中学校（山形県山形市松波２－７－３） 学級数：１２ 児童数：４０２人 

教員数 ２６人  （内訳）教諭２２人、 講師３人、 養護教諭１人、 

〇 × 学校名 山形大学附属特別支援学校（山形県山形市飯田西３－２－５５）学級数：９ 児童数：５０人 

教員数 ３４人  （内訳）教諭３１人、 講師２人、 養護教諭１人、 

〇 × 学校名 山形大学附属幼稚園（山形県山形市松波２－７－１） 学級数：３ 児童数：６２人 

教員数 ９人  （内訳）教諭５人、 講師３人、 養護教諭１人、 

〇 × 教育委員会名 山形県教育委員会 高等学校： 

４３校 

特別支援学校： 

１２校 

〇 〇 教育委員会名 山形市教育委員会 小学校：３６校 中学校：１５校 

〇 × 教育委員会名 上山市教育委員会 小学校： ４校 中学校： ３校 

〇 × 教育委員会名 天童市教育委員会 小学校：１２校 中学校： ４校 

〇 × 教育委員会名 山辺町教育委員会 小学校： ２校 中学校： １校 

〇 × 教育委員会名 中山町教育委員会 小学校： ２校 中学校： １校 

〇 × 教育委員会名 寒河江市教育委員会 小学校： ９校 中学校： ３校 

〇 × 教育委員会名 村山市教育委員会 中学校： ２校 

〇 × 教育委員会名 東根市教育委員会 中学校： ５校 

〇 × 教育委員会名 新庄市教育委員会 小学校： ６校 中学校： ５校 

〇 × 教育委員会名 南陽市教育委員会 中学校： ３校 

〇 × 教育委員会名 高畠町教育委員会 中学校： １校 
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形大附学第５４４５号  

令 和 ７ 年 ３ 月 ５ 日  

 

学長 殿 

 

 

附属幼稚園長      

高 梨 明 恵   

 

 

教育実習受入承諾書 

 

山形大学教育学部に係る教育実習について、本園において受入れることを、下記のとおり承

諾します。 

 

記 

 

学部 学科 免許の種類 

教育学部 学校教育教員養成課程 幼稚園教諭一種免許状 

※教育実習の実施に当たっては、その都度、本園と大学で協議するものとする。 
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形大附学第５４４３号 

令 和 ７ 年 ３ 月 ４ 日 

学 長 殿 

附属小学校長 

武 田 重 泰 

（ 公印省略 ）  

教育実習・学校体験活動受入承諾書 

（対：令和７年２月２７日付け形大企第１１３０号） 

山形大学教育学部に係る教育実習及び学校体験活動について，本校において受入れるこ

とを，下記のとおり承諾します。 

記 

学部 学科 免許の種類 

教育学部 学校教育教員養成課程 小学校教諭一種免許状 

※教育実習の実施に当たっては，その都度，本校と大学で協議するものとする。
また、学校体験活動は本校の指示の下に行うこととする。

以上 
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形大附学第５４４６号  

令 和 ７ 年 ３ 月 ６ 日  

 

 

学長 殿 

 

 

附属中学校長      

森 本 真 紀   

 

 

教育実習受入承諾書 

 

山形大学教育学部に係る教育実習について、本校において受入れることを、下記のとおり承

諾します。 

 

記 

 

学部 学科 免許の種類 

教育学部 学校教育教員養成課程 中学校教諭一種免許状 

（国語、社会、数学、理科、音楽、美術、

保健体育、英語） 

※教育実習の実施に当たっては、その都度、本校と大学で協議するものとする。 
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形大附学第５４４７号  

令和７年３月５日  

 

 

学長 殿 

 

 

附属特別支援学校長    

森 谷 久 美   

 

 

教育実習受入承諾書 

 

山形大学教育学部に係る教育実習について、本校において受入れることを、下記のとおり承

諾します。 

 

記 

 

学部 学科 免許の種類 

教育学部 学校教育教員養成課程 特別支援学校教諭一種免許状 

※教育実習の実施に当たっては、その都度、本校と大学で協議するものとする。 
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高教第１１５７号  

令和７年３月１１日  

 

 

山形大学長 殿 

 

 

山形県教育委員会教育長 

髙 橋 広 樹  

 

 

教育実習受入承諾書 

 

山形大学教育学部に係る教育実習について、本教育委員会管轄の高等学校及び特別支援

学校において受入れることを、下記のとおり承諾します。 

 

記 

 

学部 学科 免許の種類 

教育学部 学校教育教員養成課程 高等学校教諭一種免許状 

（国語、地理歴史、公民、数学、理科、音

楽、美術、保健体育、情報、英語） 

特別支援学校教諭一種免許状 

（知的障害者、肢体不自由者、病弱者） 

※教育実習の実施に当たっては、その都度、当該高等学校及び特別支援学校と大学で協議す

るものとする。 
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教（学）第１２１７号  

令和７年３月５日  

 

 

山形大学長 殿 

 

 

山形市教育委員会教育長      

金 沢 智 也   

 

 

教育実習・学校体験活動受入承諾書 

 

山形大学教育学部に係る教育実習及び学校体験活動について、本教育委員会管轄の小学

校及び中学校において受入れることを、下記のとおり承諾します。 

 

記 

【教育実習】 

学部 学科 免許の種類 

教育学部 学校教育教員養成課程 小学校教諭一種免許状 

中学校教諭一種免許状 

（国語、社会、数学、理科、音楽、美術、

保健体育、英語） 

※教育実習の実施に当たっては、その都度、当該小学校及び中学校と大学で協議するものと

する。 

 

【学校体験活動】 

学部 学科 免許の種類 

教育学部 学校教育教員養成課程 小学校教諭一種免許状 

※教育実習の実施に当たっては、その都度、当該小学校と大学で協議するものとする。 

 また、学校体験活動は当該小学校の指示の下に行うこととする。 
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上教学第５５５号の２  

令 和 ７ 年 ３ 月 ５ 日  

 

 

山形大学長 殿 

 

 

上山市教育委員会教育長      

加 藤 洋 一   

 

 

教育実習受入承諾書 

 

山形大学教育学部に係る教育実習について、本教育委員会管轄の小学校及び中学校にお

いて受入れることを、下記のとおり承諾します。 

 

記 

 

学部 学科 免許の種類 

教育学部 学校教育教員養成課程 小学校教諭一種免許状 

中学校教諭一種免許状 

（国語、社会、数学、理科、音楽、美術、

保健体育、英語） 

※教育実習の実施に当たっては、その都度、当該小学校及び中学校と大学で協議するものと

する。 
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教学第３９９号  

令和７年３月５日  

山形大学長 殿 

 

天童市教育委員会教育長   

相 澤 和 彦   

 

 

教育実習受入承諾書 

 

 

山形大学教育学部に係る教育実習について、本教育委員会管轄の小学校及び中学校にお

いて受入れることを、下記のとおり承諾します。 

 

記 

 

学部 学科 免許の種類 

教育学部 学校教育教員養成課程 小学校教諭一種免許状 

中学校教諭一種免許状 

（国語、社会、数学、理科、音楽、美術、

保健体育、英語） 

※教育実習の実施に当たっては、その都度、当該小学校及び中学校と大学で協議するものと

する。 
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山教学第７２１号  

令和７年３月５日  

 

 

山形大学長 殿 

 

 

山辺町教育委員会教育長     

長岡   均   

 

 

教育実習受入承諾書 

 

山形大学教育学部に係る教育実習について、本教育委員会管轄の小学校及び中学校にお

いて受入れることを、下記のとおり承諾します。 

 

記 

 

学部 学科 免許の種類 

教育学部 学校教育教員養成課程 小学校教諭一種免許状 

中学校教諭一種免許状 

（国語、社会、数学、理科、音楽、美術、

保健体育、英語） 

※教育実習の実施に当たっては、その都度、当該小学校及び中学校と大学で協議するものと

する。 
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中 教 第１０８５号  

令和７年 ３月 ５日  

 

 

山形大学長 殿 

 

 

中山町教育委員会教育長      

浦 山 健 一  

 

 

教育実習受入承諾書 

 

山形大学教育学部に係る教育実習について、本教育委員会管轄の小学校及び中学校にお

いて受入れることを、下記のとおり承諾します。 

 

記 

 

学部 学科 免許の種類 

教育学部 学校教育教員養成課程 小学校教諭一種免許状 

中学校教諭一種免許状 

（国語、社会、数学、理科、音楽、美術、

保健体育、英語） 

※教育実習の実施に当たっては、その都度、当該小学校及び中学校と大学で協議するものと

する。 
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学  第 １４９６ 号  

令和７年 ３月 ４日  

 

 

山形大学長 殿 

 

 

寒河江市教育委員会教育長      

佐 藤 志 津 男   

 

 

教育実習受入承諾書 

 

 

山形大学教育学部に係る教育実習について、本教育委員会管轄の小学校及び中学校にお

いて受入れることを、下記のとおり承諾します。 

 

 

記 

 

 

学部 学科 免許の種類 

教育学部 学校教育教員養成課程 小学校教諭一種免許状 

中学校教諭一種免許状 

（国語、社会、数学、理科、音楽、美術、

保健体育、英語） 

※教育実習の実施に当たっては、その都度、当該小学校及び中学校と大学で協議するものと

する。 
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教 学 第 ５ ３ ９ 号 

令和７年３月１１日 

 

 

山形大学長 殿 

 

 

村山市教育委員会教育長     

大 内 敏 彦  

 

 

 

教育実習受入承諾書 

 

山形大学教育学部に係る教育実習について、本教育委員会管轄の中学校において受入れ

ることを、下記のとおり承諾します。 

 

記 

 

学部 学科 免許の種類 

教育学部 学校教育教員養成課程 中学校教諭一種免許状 

（国語、社会、数学、理科、音楽、美術、

保健体育、英語） 

※教育実習の実施に当たっては、その都度、当該中学校と大学で協議するものとする。 
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                                東教委管発第６８６号 

令和 ７年３月 ７日  

 

 

山形大学長 殿 

 

 

東根市教育委員会 

教育長 半田 博 

 

 

 

教育実習受入承諾書 

 

山形大学教育学部に係る教育実習について、本教育委員会管轄の中学校において受入れ

ることを、下記のとおり承諾します。 

 

記 

 

学部 学科 免許の種類 

教育学部 学校教育教員養成課程 中学校教諭一種免許状 

（国語、社会、数学、理科、音楽、美術、

保健体育、英語） 

※教育実習の実施に当たっては、その都度、当該中学校と大学で協議するものとする。 
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新学発第５５１８号  

令和７年２月 ６日  

 

 

山形大学長 殿 

 

 

新庄市教育委員会教育長      

津 田  浩   

 

 

教育実習受入承諾書 

 

山形大学教育学部に係る教育実習について、本教育委員会管轄の小学校及び中学校にお

いて受入れることを、下記のとおり承諾します。 

 

記 

 

学部 学科 免許の種類 

教育学部 学校教育教員養成課程 小学校教諭一種免許状 

中学校教諭一種免許状 

（国語、社会、数学、理科、音楽、美術、

保健体育、英語） 

※教育実習の実施に当たっては、その都度、当該小学校及び中学校と大学で協議するものと

する。 
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南教学第 2309 号  

令和７年３月７日  

 

 

山形大学長 殿 

 

 

南陽市教育委員会教育長      

堀   裕一   

 

 

教育実習受入承諾書 

 

山形大学教育学部に係る教育実習について、本教育委員会管轄の中学校において受入れ

ることを、下記のとおり承諾します。 

 

記 

 

学部 学科 免許の種類 

教育学部 学校教育教員養成課程 中学校教諭一種免許状 

（国語、社会、数学、理科、音楽、美術、

保健体育、英語） 

※教育実習の実施に当たっては、その都度、当該中学校と大学で協議するものとする。 
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教総第１３７３号  

令和７年３月１０日  

 

 

山形大学長 殿 

 

 

高畠町教育委員会教育長      

遠 藤 正 真   

 

 

教育実習受入承諾書 

 

山形大学教育学部に係る教育実習について、本教育委員会管轄の中学校において受入れ

ることを、下記のとおり承諾します。 

 

記 

 

学部 学科 免許の種類 

教育学部 学校教育教員養成課程 中学校教諭一種免許状 

（国語、社会、数学、理科、音楽、美術、

保健体育、英語） 

※教育実習の実施に当たっては、その都度、当該中学校と大学で協議するものとする。 
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